
調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 19

問２－１ 問２－２

問３－１　無 問４－１　無

問３－２　条例名称
問３－２

公布日（西暦）
問３－２

施行日（西暦）

問３－３
現在の
状況

問４－２　計画名称

問４－２

女性活
躍推進
法との
関係

問４－３
計画策
定の
方法

問４－４
現在の
状況

13 14 12 19

32 201 松江市 人権男女共同参画課 1 1 1 1 松江市男女共同参画推進条例 2005年3月31日 2005年3月31日 第3次松江市男女共同参画計画 2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

32 202 浜田市 人権同和教育啓発ｾﾝﾀｰ 1 2 1 1 浜田市男女共同参画推進条例 2005年10月1日 2005年10月1日 浜田市男女共同参画推進計画(第4次) 2022年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1

32 203 出雲市 市民文化部 市民活動支援課 1 2 1 1 出雲市男女共同参画のまちづくり条例								 2005年12月16日 2005年12月16日 第5次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画								 2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

32 204 益田市 福祉環境部人権ｾﾝﾀｰ 1 2 1 1 益田市男女共同参画推進条例 2014年3月28日 2014年4月1日 第4次益田市男女共同参画計画 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1

32 205 大田市 人権推進課 1 2 1 1 大田市男女共同参画推進条例 2005年10月1日 2005年10月1日 第3次大田市男女共同参画計画 2023年4月 ～ 2028年3月 1 1

32 206 安来市 市民生活部人権施策推進課 1 2 1 1 安来市男女共同参画推進条例 2014年3月26日 2014年4月1日 第4次安来市男女共同参画計画 2020年4月1日 ～ 2025年3月31日 1 1

32 207 江津市 人権啓発ｾﾝﾀｰ 1 2 1 1 江津市男女共同参画推進条例 2001年3月21日 2001年4月1日 第4次江津市男女共同参画推進計画 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

32 209 雲南市 総務部人権推進室 1 1 1 1 雲南市男女共同参画推進条例 2004年11月1日 2004年11月1日 第2次雲南市男女共同参画計画 気づいて築くうんなんﾌﾟﾗﾝ 2015年4月1日 ～ 2025年3月31日 1 1

32 343 奥出雲町 町民課 1 2 1 1 奥出雲町男女共同参画推進条例 2009年3月19日 2009年3月19日 第三次奥出雲町男女共同参画計画 2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

32 386 飯南町 住民課 1 2 1 2 飯南町男女共同参画推進条例 2018年6月15日 2018年6月15日 第3次飯南町男女共同参画計画 2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

32 441 川本町 まちづくり推進課 1 2 2 1 川本町男女共同参画推進条例 2005年12月22日 2006年4月1日 第3次川本町男女共同参画推進計画 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

32 434 美郷町 人権同和対策室 1 2 2 2 4 第3次美郷町男女共同参画計画 2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

32 449 邑南町 町民課 1 2 1 1 4 第二次邑南町男女共同参画計画 2017年4月 ～ 2027年3月 1 1

32 501 津和野町 つわの暮らし推進課 1 2 1 1 津和野町男女共同参画推進条例 2010年3月31日 2010年4月1日 第2次津和野町男女共同参画基本計画 2019年4月1日 ～ 2029年3月31日 1 1

32 505 吉賀町 税務住民課 1 2 1 1 4 第3次吉賀町男女共同参画計画 2023年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1

32 525 海士町 健康福祉課 1 2 2 2 4 海士町男女共同参画推進計画 2022年4月 ～ 2031年3月 2 1

32 526 西ノ島町 政策企画課 1 2 2 2 4 西ﾉ島町男女共同参画計画 2018年11月1日 ～ 2029年3月31日 1 1

32 527 知夫村 議会事務局 1 2 2 2 3 第2次知夫村男女共同参画計画 2022年4月 ～ 2032年3月 1 1

32 528 隠岐の島町 地域振興課 1 2 2 1 4 第4次隠岐の島町男女共同参画計画 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

＜選択肢回答＞

所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況

１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定予定有

２　教育委員会 2　無 １　2025年3月末までの制定を目途に検討中 １　一体 2　策定予定無

２　2024年度以降の制定を目途に検討中 2　一体でない

事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法（総合計画の一部として策定している場合、「問4－2 計画名称」は括弧書きで表記）

１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 4　検討していない １　単独計画として策定

２　１ではない 2　無 2　総合計画の一部として策定

問４－１　有問３－１　有
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市町村４－１

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html


調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

3 1 2 3 0 0 3 0 0

32 201 松江市 松江市男女共同参画ｾﾝﾀｰ ﾌﾟﾘｴｰﾙ 690-0061 島根県松江市白潟本町43番地 ｽﾃｨｯｸﾋﾞﾙ3階 0852-32-1190 0852-32-1191
https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/shimimbu_ji
nkendanjokyodosankakuka/priere/index.html

○ ○ ○

32 202 浜田市

32 203 出雲市 出雲市男女共同参画ｾﾝﾀｰ							 くすのきﾌﾟﾗｰｻﾞ				 693-0011	島根県出雲市大津町2096-3								 0853-22-2055	 0853-22-2157
https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1698108
902200/index.html											

○ ○ ○

32 204 益田市

32 205 大田市

32 206 安来市

32 207 江津市

32 209 雲南市 雲南市男女共同参画ｾﾝﾀｰ 699-1334 島根県雲南市木次町新市3 0854-42-5678 0854-42-1839
https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/machidu
kuri/jinken/center.html

○ ○ ○

32 343 奥出雲町

32 386 飯南町

32 441 川本町

32 434 美郷町

32 449 邑南町

32 501 津和野町

32 505 吉賀町

32 525 海士町

32 526 西ノ島町

32 527 知夫村

32 528 隠岐の島町

島根県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(2024年4月1日現在で開設済の施設)都
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問６－１
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市町村４－２



調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 島根県
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32 201 松江市 松江市男女共同参画ｾﾝﾀｰ 1996年10月1日 0 5 2,023 ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 202 浜田市

32 203 出雲市 出雲市男女共同参画ｾﾝﾀｰ							 2007年4月1日 0 3 2,211 ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 204 益田市

32 205 大田市

32 206 安来市

32 207 江津市

32 209 雲南市 雲南市男女共同参画ｾﾝﾀｰ 2008年4月1日 3 2 6,214 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 343 奥出雲町

32 386 飯南町

32 441 川本町

32 434 美郷町

32 449 邑南町

32 501 津和野町

32 505 吉賀町

32 525 海士町

32 526 西ノ島町

32 527 知夫村

32 528 隠岐の島町
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問６－６　職員数（人）

問６－２　設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２4　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

問６－７
予算額
（千円）

問６－１　名　　称

問６－８　主　　　　な　　　　事　　　　業

市町村４－２ (2)



調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち
宣

言

年

月

日

宣　　言　　名　　称

宣

言

の

形

態

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

5 8 0 0.0 10 1 10.0 11 0 0.0 11 0 0.0 5,610 355 6.3

32 201 松江市 2010年10月16日 松江市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 2 0 0.0 827 45 5.4

32 202 浜田市 1 0 0.0 1 0 0.0 114 12 10.5

32 203 出雲市 2005年12月16日 出雲市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 1 50.0 2283 223 9.8

32 204 益田市 1 0 0.0 1 0 0.0 251 6 2.4

32 205 大田市 1 0 0.0 1 0 0.0 414 16 3.9

32 206 安来市 1 0 0.0 1 0 0.0 388 9 2.3

32 207 江津市 2009年12月22日 江津市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 218 13 6.0

32 209 雲南市 2013年9月30日 雲南市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 501 14 2.8

32 343 奥出雲町 1 0 0.0 1 0 0.0 118 0 0.0

32 386 飯南町 1 0 0.0 1 0 0.0 22 0 0.0

32 441 川本町 1 0 0.0 1 0 0.0 30 0 0.0

32 434 美郷町 1 0 0.0 1 0 0.0 103 6 5.8

32 449 邑南町 2014年11月1日 邑南町｢男女共同参画推進の町｣宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 39 0 0.0

32 501 津和野町 1 0 0.0 1 0 0.0 113 6 5.3

32 505 吉賀町 1 0 0.0 1 0 0.0 53 2 3.8

32 525 海士町 1 0 0.0 1 0 0.0 14 0 0.0

32 526 西ノ島町 1 0 0.0 1 0 0.0 15 0 0.0

32 527 知夫村 1 0 0.0 1 0 0.0 7 0 0.0

32 528 隠岐の島町 1 0 0.0 1 0 0.0 100 3 3.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他

島根県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 問５　首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況　（２０２４年７月１日現在）
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市町村４－３

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html


調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

女理 女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

701 598 8,555 2,448 28.6 535 475 6,827 1,973 28.9 105 64 548 107 19.5 595 104 17.5 614 104 16.9

小計 528 468 6,592 1,867 28.3 102 62 540 105 19.4

32 201 松江市 40.0 2027年3月 94 94 1,185 443 37.4 ･地方自治法第202条の3に基づく審議会等 94 94 1,185 443 37.4 6 5 40 11 27.5 53 8 15.1 54 8 14.8 1 1 1

32 202 浜田市 40.0 2028年3月 36 28 473 129 27.3
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等 ･地方自治法第202条の3に基
づく審議会等

30 24 438 122 27.9 6 4 35 7 20.0 38 10 26.3 39 10 25.6 1 1 1

32 203 出雲市 2027年3月 40%以上 53 50 888 275 31.0
･地方自治法第202条の3に基づく審議会等 ･その他要綱等により設置され
ている審議会等

40 37 619 219 35.4 6 5 45 9 20.0 77 17 22.1 78 17 21.8 1 1 1

32 204 益田市 40.0 2026年3月 54 48 826 249 30.1
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等･地方自治法第202条の3に基
づく審議会等･その他要綱等により設置されている審議会等

43 40 539 155 28.8 6 4 33 9 27.3 48 8 16.7 49 8 16.3 1 1 1

32 205 大田市 40.0 2028年3月 49 46 599 227 37.9
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等･地方自治法第202条の3に基
づく審議会等･その他要綱等により設置されている審議会等

25 24 303 112 37.0 6 4 34 8 23.5 34 15 44.1 35 15 42.9 1 1 1

32 206 安来市 40.0 2025年3月 48 36 630 160 25.4
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等 ･地方自治法第202条の3に基
づく審議会等 ･その他要綱等により設置している審議会等

34 27 531 127 23.9 6 2 34 3 8.8 25 7 28.0 26 7 26.9 1 1 1

32 207 江津市 40.0 2027年3月 43 39 552 171 31.0
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等 ･地方自治法第202条の3に基
づく審議会等 ･その他要綱等により設置されている審議会等

23 22 237 60 25.3 5 3 24 5 20.8 28 3 10.7 29 3 10.3 1 1 1

32 209 雲南市 40.0 2025年3月 43 39 480 136 28.3
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等･地方自治法第202条の3に基
づく審議会等 その他要綱等により設置されている審議会等

34 32 399 115 28.8 6 4 37 7 18.9 33 5 15.2 34 5 14.7 1 1 1

32 343 奥出雲町 40.0 2027年3月 27 21 307 75 24.4
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等･地方自治法第202条の3に基
づく審議会等

22 19 276 72 26.1 5 2 31 3 9.7 29 5 17.2 30 5 16.7 1 1 1

32 386 飯南町 40.0 2027年3月 14 13 153 44 28.8
･地方自治法180条の5に基づく委員会等 ･地方自治法202条の3に基づく
審議会等 ･その他の要綱等により設置されている審議会等

13 10 117 25 21.4 5 4 32 8 25.0 11 1 9.1 12 1 8.3 1 1 1

32 441 川本町 40.0 2027年3月 25 20 228 56 24.6
･地方自治法180条の5に基づく委員会等 ･地方自治法202条の3に基づく
審議会等

20 18 209 52 24.9 5 2 19 4 21.1 26 3 11.5 27 3 11.1 1 1 1

32 434 美郷町 40.0 2027年3月 25 17 257 40 15.6
･地方自治法180条の5に基づく委員会等 ･地方自治法202条の3に基づく
審議会等

20 13 239 35 14.6 5 4 18 5 27.8 33 2 6.1 34 2 5.9 1 1 1

32 449 邑南町 30.0 2027年3月 38 28 553 121 21.9
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等･地方自治法第202条の3に基
づく審議会等･その他要綱等により設置されている審議会等

23 18 365 68 18.6 5 2 27 3 11.1 42 3 7.1 43 3 7.0 1 1 1

32 501 津和野町 40.0 2029年3月 44 37 473 103 21.8
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等･地方自治法第202条の3に基
づく審議会等･その他要綱等により設置されている審議会等

24 21 290 60 20.7 5 4 25 6 24.0 29 3 10.3 30 3 10.0 1 1 1

32 505 吉賀町 40.0 2027年3月

男女いずれか
一方の人数が
総数の10分の
4未満にならな
い

22 17 210 71 33.8
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等 ･地方自治法第202条の3に基
づく審議会等

17 14 185 67 36.2 5 3 25 4 16.0 20 7 35.0 21 7 33.3 1 1 1

32 525 海士町 40.0 2031年3月 18 13 152 21 13.8
･地方自治法180条の5に基づく委員会等 ･地方自治法202条の3に基づく
審議会等

13 10 133 18 13.5 5 3 19 3 15.8 16 3 18.8 17 3 17.6 1 1 1

32 526 西ノ島町 30.0 2029年3月 23 19 163 37 22.7
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等､地方自治法第202条の3に基
づく審議会等

18 16 142 34 23.9 5 3 21 3 14.3 12 2 16.7 13 2 15.4 1 1 1

32 527 知夫村 40.0 2032年3月 15 10 90 21 23.3
･地方自治法180条の5に基づく委員会等 ･地方自治法202条の3に基づく
審議会等

10 8 71 17 23.9 5 2 19 4 21.1 12 1 8.3 13 1 7.7 2 2031年4月1日 1 1

32 528 隠岐の島町 40.0 2027年3月 30 23 336 69 20.5
･地方自治法第180条の5に基づく委員会等･地方自治法第202条の3に基
づく審議会等

25 21 314 66 21.0 5 2 22 3 13.6 29 1 3.4 30 1 3.3 1 1 1

総
委
員
数

（再掲）市町村防災会
議(会長を含む)

問９－１

島根県

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に基
づく委員会等における登用状況

委
員
会
等
数

（再掲）市町村防災会
議(委員のみ）

2024年4月1日調査時点コード

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総
委
員
数

市

区

町

村

名

目
標
値

（％）

目
標
達
成
期
限

審
議
会
等
数

問８－２

女
性
比
率

（％）

目
標
値

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

問８－１

その他

調査時点コード

その他

問８－２　目標設定の対象である審議会等の範囲

総
委
員
数

問９　地方自治法（第202条の３）に基
づく審議会等における登用状況

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問８　目標設
定の対象であ
る審議会等の
目標及び現状

値 その他

問９　地方自
治法（第202条
の３）に基づく
審議会等にお
ける登用状況

問１０　地方自
治法(第180条
の５）に基づく
委員会等にお
ける登用状況

市町村４－４



調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　女理 　女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

7 7 235 106 45.1 3 2 8 2 25.0

松江市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

浜田市 2 2 99 38 38.4 0 0 0 0 0.0

出雲市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

益田市 2 2 60 29 48.3 2 1 5 1 20.0

大田市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

安来市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

江津市 0 0 0 0 0.0 1 1 3 1 33.3

雲南市 2 2 60 31 51.7 0 0 0 0 0.0

奥出雲町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

飯南町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

川本町 1 1 16 8 50.0 0 0 0 0 0.0

美郷町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

邑南町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

津和野町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

吉賀町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

海士町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

西ノ島町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

知夫村 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

隠岐の島町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

女
性
比
率

（％）

島根県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
問９　地方自治法（第202条の３）に基

づく審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に基
づく委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

委
員
会
等
数

総
委
員
数

市町村４－４ (2)



調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

1,053 247 23.5 777 139 17.9 131 14 10.7 106 11 10.4 96 17 17.7 77 12 15.6 826 216 26.2 594 116 19.5 690 237 34.3 484 125 25.8 1,601 564 35.2 991 290 29.3 97 10 10.3 26 1 3.8

32 201 松江市 202 52 25.7 161 38 23.6 21 2 9.5 19 2 10.5 35 10 28.6 30 9 30.0 146 40 27.4 112 27 24.1 25 3 12.0 7 0 0.0 421 131 31.1 256 70 27.3 1 17 3 17.6 4 0 0.0 1

32 202 浜田市 88 18 20.5 80 18 22.5 16 3 18.8 15 3 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 72 15 20.8 65 15 23.1 1 0 0.0 0 0 0.0 187 43 23.0 150 43 28.7 1 6 0 0.0 2 0 0.0 1

32 203 出雲市 179 44 24.6 104 16 15.4 18 2 11.1 15 2 13.3 27 2 7.4 19 1 5.3 134 40 29.9 70 13 18.6 137 33 24.1 96 18 18.8 258 83 32.2 132 29 22.0 1 12 2 16.7 5 0 0.0 1

32 204 益田市 62 12 19.4 54 10 18.5 11 0 0.0 10 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 51 12 23.5 44 10 22.7 59 23 39.0 51 20 39.2 59 21 35.6 46 15 32.6 1 5 1 20.0 2 1 50.0 1

32 205 大田市 100 28 28.0 48 5 10.4 23 3 13.0 8 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 75 23 30.7 40 5 12.5 79 31 39.2 38 5 13.2 116 50 43.1 53 22 41.5 1 3 1 33.3 1 0 0.0 1

32 206 安来市 83 22 26.5 53 11 20.8 12 1 8.3 10 1 10.0 5 0 0.0 4 0 0.0 66 21 31.8 39 10 25.6 0 0 0.0 0 0 0.0 210 80 38.1 110 34 30.9 1 5 0 0.0 1 0 0.0 1

32 207 江津市 35 8 22.9 30 6 20.0 7 1 14.3 7 1 14.3 0 0 0.0 0 0 0.0 28 7 25.0 23 5 21.7 39 9 23.1 30 5 16.7 36 14 38.9 32 11 34.4 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

32 209 雲南市 125 31 24.8 100 15 15.0 22 2 9.1 21 2 9.5 27 3 11.1 24 2 8.3 76 26 34.2 55 11 20.0 95 35 36.8 70 20 28.6 118 45 38.1 84 22 26.2 1 9 0 0.0 4 0 0.0 1

32 343 奥出雲町 41 11 26.8 22 3 13.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 41 11 26.8 22 3 13.6 52 26 50.0 31 10 32.3 72 52 72.2 25 11 44.0 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

32 386 飯南町 17 6 35.3 13 3 23.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17 6 35.3 13 3 23.1 17 6 35.3 13 3 23.1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 0 0.0 1 0 0.0 1

32 441 川本町 12 3 25.0 12 3 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12 3 25.0 12 3 25.0 11 1 9.1 11 1 9.1 12 8 66.7 12 8 66.7 1 8 1 12.5 1 0 0.0 1

32 434 美郷町 13 2 15.4 13 2 15.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 13 2 15.4 13 2 15.4 14 5 35.7 12 3 25.0 21 9 42.9 17 7 41.2 1 2 0 0.0 0 0 0.0 1

32 449 邑南町 18 2 11.1 16 2 12.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18 2 11.1 16 2 12.5 49 24 49.0 43 20 46.5 23 6 26.1 19 3 15.8 1 3 1 33.3 0 0 0.0 1

32 501 津和野町 12 1 8.3 9 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12 1 8.3 9 0 0.0 27 10 37.0 17 3 17.6 23 9 39.1 16 7 43.8 1 4 0 0.0 1 0 0.0 2 2024年7月31日

32 505 吉賀町 11 3 27.3 10 3 30.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11 3 27.3 10 3 30.0 18 7 38.9 15 5 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 1 33.3 0 0 0.0 1

32 525 海士町 14 1 7.1 13 1 7.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14 1 7.1 13 1 7.7 7 2 28.6 5 0 0.0 8 4 50.0 5 2 40.0 1 2 0 0.0 0 0 0.0 1

32 526 西ノ島町 9 0 0.0 9 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8 0 0.0 8 0 0.0 10 4 40.0 10 4 40.0 14 3 21.4 14 3 21.4 1 1 0 0.0 0 0 0.0 1

32 527 知夫村 6 1 16.7 6 1 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6 1 16.7 6 1 16.7 2 0 0.0 2 0 0.0 3 1 33.3 3 1 33.3 1 2 0 0.0 1 0 0.0 1

32 528 隠岐の島町 26 2 7.7 24 2 8.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 26 2 7.7 24 2 8.3 48 18 37.5 33 8 24.2 20 5 25.0 17 2 11.8 1 5 0 0.0 1 0 0.0 1

問１１－５

調

査

時

点

コ

ー

ド

その他その他

調

査

時

点

コ

ー

ド

問１１－２ 問１１－５　本庁の防災・危機管理部局への配置状況

うち管理職数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

部
局
職
員
数

防
災
・
危
機
管
理

女
性
数

うち一般行政職

管
理
職
総
数

うち一般行政職

部
局
長
相
当
職

部
局
長
相
当
職

次
長
相
当
職

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

管
理
職
総
数

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

課
長
相
当
職

問１１－１　管理職の在職状況 問１１－２　職務上の地位別職員在職状況

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

係
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

うち一般行政職

係
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

調査時点コード 2024年4月1日 その他

島根県

市町村４－４（3）



調査表４－５

市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査）

議会関係は2024年7月1日（その他2024年4月1日）

問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はないが、運用
上認めている。
３．明記した規定
がなく、運用上も
認めていない。
４．明記した規定
がなく、過去に事
例がない。

１．労働基準法65
条の産前産後期
間よりも短い。
２．労働基準法65
条の産前産後期
間と同等。
３．労働基準法65
条の産前産後期
間よりも長い。
４．期間の定めは
ない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

9 1の合計 19 0 19 2 19 19 19 19 19 9

7 2の合計 0 16 0 16 0 0 0 0 0 2

0 3の合計 0 3 1 0 0 0 0 0 0

3 4の合計 0 0 0 0 0 0 0 0

32 201 松江市 1

旧姓使用取扱要領

職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も､引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下｢旧姓｣とい
う｡)を使用することについて下記のとおり取り扱うものとする｡(※条項号なし) 
1.旧姓を使用できる文書等 
  (1) 職場での呼称   (2) 座席表   (3) 職員録   (4) 人事異動通知書   (5) 出勤簿   (6) 休暇届

松江市議会 1 3 1

松江市議会会議規則

第2条 議員は､公務､疾病､出産､育児､看護､介護､配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは､その理由を付け､当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない｡ 
2 議員は､前項の届出を出産を事由として行う場合は､前項の規定にかかわらず､出産予定日
の8週間(多胎妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日
までの範囲内において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することがで
きる｡

1

松江市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

第2条第5項 
議員報酬を受ける者にして病気その他私事の故障により職務に従事しない月が引き続き3
月を超えた場合には､その報酬は､半額を減ずる｡ 1 1 1 1 1 2

32 202 浜田市 1

浜田市職員旧姓使用取扱要綱

 (趣旨) 
第1条 この訓令は､浜田市に勤務する職員が､婚姻､養子縁組その他の事由(以下｢婚姻等｣という｡)
によって戸籍上の氏を改めた後も､婚姻等の前の戸籍上の氏(以下｢旧姓｣という｡)を文書等に使用
することに関して必要な事項を定めるものとする｡ 
 (承認) 
第2条 職員は､市長の承認を受けて､専ら職員の間で使用している文書､軽易な文書等で職務執行
上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて､旧姓の使用をすることができる｡ 

浜田市議会 1 2 1

浜田市議会会議規則､浜田市議会委員会条例

浜田市議会会議規則(第2条第2項)
議員は､出産のため欠席するときは､出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては､14週
間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において､その期間を明らか
にして､あらかじめ議長に届け出ることができる｡浜田市議会委員会条例(第14条第2項)
委員は､出産のため欠席するときは､出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては､14週
間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において､その期間を明らか
にして､あらかじめ委員長に届け出ることができる｡

2

  

1 1 1 1 1 1

32 203 出雲市 1

出雲市職員旧姓使用取扱要綱

第2条 職員は､市長に申し出ることにより､法令等の規定に抵触するおそれがなく､職務遂行上又は
事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて､旧姓を使用することができる｡

島根県出雲市議会 1 2 1

出雲市議会会議規則

第2条第2項 前項の規定にかかわらず､議員が出産のため出席できないときは､出産予定日の
6週間(多胎妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日ま
での範囲内において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る｡

3

｢長期欠席をした
場合における議員
報酬等の特例に
関する条例｣にお
いて､議員の出産
は適用除外と定め
ている｡

  

1 1 1 1 1 1

32 204 益田市 1

益田市職員旧姓使用取扱規程

第2条 職員は､任命権者に申し出ることにより､法令等に抵触するおそれがなく､専ら職員の間で使
用している文書､軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないもの
において､旧姓を使用することができる｡

益田市議会 1 3 1

益田市議会会議規則

(欠席又は遅参の届出) 
第2条 議員は､公務､疾病､育児､看護､介護､配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由の
ため出席できないとき､又は遅参するときは､その理由を付け､当日の開議時刻までに議長に届
け出なければならない｡ 
2 議員は､出産のため出席できないときは､出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては､
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において､その期間を明
らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡ 

2

  

1 1 1 1 1

32 205 大田市 1

大田市職員旧姓使用取扱要綱

第2条 職員は任命権者に申し出ることにより､法令等に抵触する恐れがなく､専ら職員の間で使用し
ている文書､軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにお
いて､旧姓を使用することができる｡

大田市議会 1 2 1

大田市議会会議規則

第2条 議員は､公務､疾病､育児､看護､介護､配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由の
ため出席できないときは､その理由を付け､当日の開議時刻までに議長に届け出なければなら
ない｡ 
2 議員は､出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては､
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において､その期間を明
らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1 2

32 206 安来市 1

安来市職員旧姓使用取扱要綱

(旧姓の使用) 
第2条 職員は､市長に申し出ることにより､法令等に抵触するおそれがなく､専ら職員の間で使用して
いる文書､軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおい
て､旧姓を使用することができる｡

安来市議会 1 2 1

安来市議会会議規則

第2条第2項 議員は､出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合に
あっては､14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において､その
期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1

32 207 江津市 1

江津市職員旧姓使用取扱要綱

(旧姓の使用) 
第2条 職員は､市長に申し出ることにより､法令等に抵触するおそれがなく､専ら職員の間で使用して
いる文書､軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおい
て､旧姓を使用することができる

江津市議会 1 2 1

江津市議会会議規則

(欠席の届け出) 
第2条 議員は､公務､疾病､育児､介護､配偶者の出産補助その他やむを得ない事由のため出
席できないときは､その理由を付け､当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない｡ 
2 議員は､出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14
週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において､その期間を明ら
かにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡ 1

江津市議会議員の議員報酬等に関する条例

(議員報酬の額)第2条
2 議会の議員が次に掲げる事由以外の事由で一の定例会の開会の日からその定例会から
起算して2回後の定例会の最終日までの間の定例会､臨時会､常任委員会､議会運営委員
会､全員協議会､会派代表者会議又は特別委員会(以下｢議会の会議｣という｡)を全て欠席し
た場合､2回後の定例会の最終日の属する月の翌日から議会の会議に出席した日の属する
月の前月までの当該議会の議員の月額報酬は､前項の規定にかかわらず､同項各号に定め
る議員報酬の月額に100分の80を乗じて得た額とする｡
(1) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年江津市条
例第391号)第3条第2項の規定により議長が公務又は通勤により生じたと認定した災害
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第
18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者

1 1 1 1 1 1

32 209 雲南市 1

雲南市職員旧姓使用取扱要綱

第1条 この訓令は､雲南市に勤務する職員が婚姻､養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を改め
た後も､改姓前の戸籍上の氏(以下｢旧姓｣という｡)を職場において使用する場合の手続等に関し必
要な事項を定めるものとする｡ 
第2条 職員は､市長に申し出ることにより､法令等に抵触するおそれがなく､専ら職員の間で使用して
いる文書､軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおい
て､旧姓を使用することができる｡

雲南市議会 1 2 1

雲南市議会会議規則

第2条 議員は､公務､疾病､育児､看護､介護､配偶者の出産補助その他やむ得ない事由のため
出席できないときは､その理由を付け当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない｡
2 議員は､出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては､
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において､その期間を明
らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

調査時点

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を欠
席事由として明
記した規定（産休
を含む）がある
か。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、以下の事由につ
いて１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
    （２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇
期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１で１．を選択し
た場合、取得する
ことが可能な休業
期間は、次のうち
どれか。

島根県

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はないが、運用
上認めている。
３．明記した規定
がなく、運用上も
認めていない。
４．明記した規定
がなく、過去に事
例がない。

１．労働基準法65
条の産前産後期
間よりも短い。
２．労働基準法65
条の産前産後期
間と同等。
３．労働基準法65
条の産前産後期
間よりも長い。
４．期間の定めは
ない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を欠
席事由として明
記した規定（産休
を含む）がある
か。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、以下の事由につ
いて１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
    （２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇
期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１で１．を選択し
た場合、取得する
ことが可能な休業
期間は、次のうち
どれか。

32 343 奥出雲町 4

  

奥出雲町議会 1 2 1

奥出雲町議会会議規則

議員は､公務､傷病､出産､育児､看護､介護､配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由の
ため出席できないときは､その理由を付け､当日の開議時刻までに議長に届け出なければなら
ない｡ 
2 前項の規定にかかわらず､議員が出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの範囲内
において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1 1

32 386 飯南町 2

  

飯南町議会 1 2 1

飯南町議会会議規則

議員は､公務､傷病､出産､育児､看護､介護､配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由の
ため出席できないときは､その理由を付け､当日の開議時刻までに議長に届け出なければなら
ない｡ 
 
2 前項の規定にかかわらず､議員が出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1

32 441 川本町 2 川本町議会 1 2 1

川本町議会会議規則

川本町議会会議規則 
 
第2条 議員は､公務､傷病､出産､育児､看護､介護､配偶者の出産補助その他やむを得ない事
由のため出席できないときは､その理由を付け､当日の開議時刻までに議長に届け出なければ
ならない｡ 
2 前項の規定にかかわらず､議員が出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において､その期間を明らかにしてあらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1

32 448 美郷町 2

  

美郷町議会 1 2 1

美郷町議会会議規則

第2条(略) 
2 前項の規定にかかわらず､議員が出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1 1

32 449 邑南町 4 邑南町議会 1 2 1

邑南町議会規則

2 前項の規定にかかわらず､議員が出産のために出席できないときは､出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1 1

32 501 津和野町 2

  

津和野町議会 1 2 1

津和野町議会会議規則

第2条 議員は､公務､傷病､出産､育児､看護､介護､配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないとき､又は遅刻するときは､その理由を付けて､当日の開議時刻までに
議長に届け出なければならない｡ 
 
2 前項の規定にかかわらず､議員が出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1

32 505 吉賀町 1

吉賀町職員通称使用取扱規定

第2条 この訓令おいて通称とは､次の各号いずれかに該当し､その使用に当たって当該当職員の同
一性の確認等の面から支障がないと認められる氏名をいう｡ 
(1)旧姓(婚姻､養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改める前の氏をいう｡) 
(2)自他共に認め一般に通用している氏名 
(3)特別な事情等により､町長が特に必要と認める氏名

吉賀町議会 1 3 1

吉賀町議会会議規則

第2条2項 前項の規定にかかわらず､議員が出産のため出席できない時は､出産予定日の8週
間(多胎妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から当該出産日の後8週間を経過する日まで
の範囲内において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る｡

2

  

1 1 1 1 1 1

32 525 海士町 4 海士町議会 1 2 1

海士町議会会議規則

2 前項の規定にかかわらず､議員が出産のため出席できないときは､出産予定日の6週 
間(多胎妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する 
日までの範囲内において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出す 
ることができる｡ 

2 1 1 1 1 1 1

32 526 西ノ島町 2

  

西ﾉ島町議会 1 2 1

西ﾉ島町議会会議規則

第2条 議員は公務､傷病､出産､育児､看護､配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由の
ため出席できないときは､その理由を付け､当日の開議時刻までに議長に届け出なければなら
ない｡ 
2 前項の規定にかかわらず､議員が出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多
児妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から該当出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1

32 527 知夫村 2

  

1 2 1

知夫村議会会議規則

第2条 議員は､公務､傷病､出産､育児､看護､介護､配偶者の出産補助その他やむを得ない事
由のため出席できないときは､その理由を付け､当日の開議時刻までに議長に届け出なければ
ならない｡ 
2 前項の規定にかかわらず､議員が出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1

32 528 隠岐の島町 2

  

隠岐の島町議会 1 2 1

隠岐の島町議会会議規則

第2条 議員は､公務､傷病､出産､育児､看護､介護､配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは､その理由を付け､当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない｡ 
2 前項の規定にかかわらず､議員が出産のため出席できないときは､出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては､14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において､その期間を明らかにして､あらかじめ議長に欠席届を提出することができる｡

2

  

1 1 1 1 1 1

市町村４－５



調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 島根県

議会関係は2024年7月1日（その他2024年4月1日）

問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされ
ている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供が
されている。
（臨時のものも
含む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設
置または提供
がされている。
（臨時のものも
含む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り
組む予定であ
る。
３．行っておら
ず、今後、取り
組む予定もな
い。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る
規

定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向

け
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予
定である。
３．行っておらず、
今後、行う予定も
ない。

１．研修において
利用している。
２．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っていないが、
今後行う研修で
利用予定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今
後行う研修で利
用する予定もな
い。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定
があり、認めてい
る。
２．明記した規定
はないが、運用
上認めている。
３．明記した規定
がなく、運用上も
認めていない。
４．明記した規定
がなく、過去に使
用した事例も判断
したこともない。

１．位置づけ
られた規定が
ある。
２．位置づけ
られていな
い。
３．その他（不
明等）

0 0 2 5 2 4 3 5

0 3 9 7 5 6 2 12

0 0 8 7 5 9 1 2

19 16 13

32 201 松江市 4 4 2 3 3 1 なし 1

松江市地域防災計画

風水害対策編 第2章､第6節､1､(1)､ｳ 
男女共同参画の視点から､災害対応について庁内及び避難所等における連
絡調整を行い､平常時及び災害時における役割について､明確化しておくよう
努める｡ 
震災対策編 第2章､第7節､1､(1)､ｳ 
男女共同参画の視点から､災害対応について庁内及び避難所等における連
絡調整を行い､平常時及び災害時における役割について､明確化しておくよう
努める｡

32 202 浜田市 4 4 1 1

浜田市議会議員政治倫理条例

第3条第1項
 議員は､次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない｡
(1) 市民全体の奉仕者として､その品位又は名誉を損なう一切の行為を慎み､その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしない
こと｡
(2) 市民全体の奉仕者として､人格及び倫理の向上に努め､その地位を利用していかなる金品も授受しないこと｡
(3) 市の職員の採用､異動､昇格等人事に関し､推薦､紹介をする等その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと｡
(4) ﾊﾗｽﾒﾝﾄ(行為者の意図にかかわらず､相手方を不快にさせ､相手方の尊厳を傷つけ､又は相手方に不利益若しくは脅威を与えることをいう｡)そ
の他人権侵害のおそれのある行為をしないこと｡
(5) 市が行う許可､認可又は請負その他の契約に関し､特定の企業､団体等の推薦､紹介をする等その地位を利用して不正にその影響力を行使
しないこと｡
(6) 政治活動に関する寄附について､政治的又は道義的な批判を受けるおそれのあるものを受けないこと｡議員の後援団体に対する寄附につい
ても､また同様とする｡

1 1 1 4

  

2

32 203 出雲市 4 4 2 3 3 1

出雲市議会議員の通称名等の使用に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は､出雲市議会議員(以下｢議員｣という｡)が議会において使用
する氏名について､公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項及
び第9項に規定する通称の使用が認定された氏名(以下｢通称名｣という｡)の使
用又は議員が婚姻､養子縁組等の事由(以下｢婚姻等｣という｡)により戸籍の
氏を改めた後引き続き､若しくは一定期間経過後婚姻等の前の戸籍の氏を使
用することについて､必要な事項を定めるものとする｡

(通称名等の使用)
第2条 議員は､議長の承認を受けたときは､次に掲げる事項を除き､通称名又
は婚姻等の前の戸籍の氏(以下｢通称名等｣という｡)を使用することができるも
のとする｡
(1) 履歴に関する届出書類
(2) 議員証明書
(3) 辞職願
(4) 報酬､費用弁償及びその他支給に関する書類
(5) 源泉徴収票の名義
(6) 叙位及び叙勲の申請
(7) 在職証明書等各種証明書
(8) 全国市議会議員共済会に関する各種届出書類
(9) その他通称名等の使用によって実務上の混乱が生じる恐れがあると議長
が判断するもの

2

32 204 益田市 4 4 2 2 2 2 4

  

2

32 205 大田市 4 4 3 2 3 3 3

  

1

大田市地域防災計画

第2編 風水害 第1章 災害予防計画 第6節 防災活動体制の整備2.災害対策
本部体制の整備  
また､県及び市は､男女共同参画の視点から､男女共同参画担当部局が災害
対応について庁内及び避難所等における連絡調整を行い､平常時及び災害
時における男女共同参画担当部及び男女共同参画ｾﾝﾀｰの役割について､県
市の防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努め
るものとする｡

2 0 0

問12－１１

議会において、通
称又は旧姓の使
用を認めていま
すか。

調査時点

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供され
ているか。

議員の利用す
ることのできる
授乳室等が議
会に設置また
は提供されて
いるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハ
ラスメント防止に
関する取組（ハ
ラスメント防止に
関する議員向け
研修を除く。）を
行っています
か。

問１２－１０で１．を選択した場合、行っている取
組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に
関する研修（ハラ
スメント防止に関
するもの以外）を
行っていますか。

ハラスメント防止
に関する議員向
け研修を行ってい
ますか。

当該研修におい
て、令和４年４月
に内閣府が公表
した教材動画「政
治分野における
ハラスメント防止
研修教材」を利用
している又は利用
する予定はありま
すか。

松江市議会議員の通称等の使用に関する規程

(使用の範囲)
第2条 議員は､次の各号に定める通称等を使用することができる｡
(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する
同令第88条第8項の規定により認定を受けた通称
(2) 氏名に用いられている漢字のうち､常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
に掲げる通用字体による漢字(括弧書きが添えられているものについては､括
弧の外のものをいう｡)又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表
第二に掲げる漢字(以下これらを｢通用字体等｣という｡)と異なる字体によって
記載されている字体をその対応する通用字体等に変更した氏名
(3) 婚姻､養子縁組等の事由(以下｢婚姻等｣という｡)により､氏を改めた者の婚
姻等の前の戸籍上の氏
2 前項の規定にかかわらず､議員は､次に掲げる事項については､通称等を使
用することができない｡
(1) 履歴に関する届出書類
(2) 辞職願
(3) 議員報酬､費用弁償その他支給に関する書類
(4) 源泉徴収票の名義
(5) 叙勲等表彰の申請
(6) 在職証明書等各種証明書
(7) 市議会議員共済会に関する各種届出書類
(8) 前各号に掲げるもののほか通称等の使用によって実務上の混乱が生じる
おそれがあると議長が判断するもの

政治分野の男
女共同参画の
ために実施して
いることがあれ
ばご記入くださ
い。

問１６で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における具体
的な役割

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画
担当部局又は
男女共同参画
センターの具
体的な役割が
明確に位置づ
けられている
か。

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされ
ている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供が
されている。
（臨時のものも
含む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設
置または提供
がされている。
（臨時のものも
含む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り
組む予定であ
る。
３．行っておら
ず、今後、取り
組む予定もな
い。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る
規

定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向

け
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予
定である。
３．行っておらず、
今後、行う予定も
ない。

１．研修において
利用している。
２．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っていないが、
今後行う研修で
利用予定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今
後行う研修で利
用する予定もな
い。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定
があり、認めてい
る。
２．明記した規定
はないが、運用
上認めている。
３．明記した規定
がなく、運用上も
認めていない。
４．明記した規定
がなく、過去に使
用した事例も判断
したこともない。

１．位置づけ
られた規定が
ある。
２．位置づけ
られていな
い。
３．その他（不
明等）

問12－１１

議会において、通
称又は旧姓の使
用を認めていま
すか。

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供され
ているか。

議員の利用す
ることのできる
授乳室等が議
会に設置また
は提供されて
いるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハ
ラスメント防止に
関する取組（ハ
ラスメント防止に
関する議員向け
研修を除く。）を
行っています
か。

問１２－１０で１．を選択した場合、行っている取
組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に
関する研修（ハラ
スメント防止に関
するもの以外）を
行っていますか。

ハラスメント防止
に関する議員向
け研修を行ってい
ますか。

当該研修におい
て、令和４年４月
に内閣府が公表
した教材動画「政
治分野における
ハラスメント防止
研修教材」を利用
している又は利用
する予定はありま
すか。

政治分野の男
女共同参画の
ために実施して
いることがあれ
ばご記入くださ
い。

問１６で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における具体
的な役割

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画
担当部局又は
男女共同参画
センターの具
体的な役割が
明確に位置づ
けられている
か。

32 206 安来市 4 2 3 3 3 4

  

なし 3

32 207 江津市 4 4 2 1 2 2 1

江津市議会議員の通称等の使用に関する規程

(使用の範囲)
第2条 議員は､次の各号に定める通称等を使用することができる｡
(1)公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する
同令第88条第8項の規定により認定を受けた通称
(2)氏名に用いられている漢字のうち､常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
に掲げる通用字体による漢字(括弧書きが添えられているものについては､括
弧の外のものをいう｡)又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表
第二に掲げる漢字(以下これらを｢通用字体等｣という｡)と異なる字体によって
記載されている字体をその対応する通用字体等に変更した氏名
(3)婚姻､養子縁組等の事由(以下｢婚姻等｣という｡)により､氏を改めた者の婚
姻等の前の戸籍上の氏

2

32 209 雲南市 4 4 2 2 3 2 4

  

1

雲南市地域防災計画(風水害等対策編)

[該当部分]第3編 事故災害等対策計画/第9章 ﾗｲﾌﾗｲﾝ災害対策計画/第1節
災害予防/第4 災害発生時の応急体制の整備/2 防災組織の整備/(2) 応急
活動ﾏﾆｭｱﾙの等の整備 
[内容]県及び市町村は､男女共同参画の視点から､男女共同参画担当部局が
災害対応について庁内及び避難所等における連絡調整を行い､平常時及び
災害時における男女共同参画担当部及び男女共同参画ｾﾝﾀｰの役割につい
て､防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努め
るものとする｡

32 343 奥出雲町 4 4 3 3 3 4

  

3

32 386 飯南町 4 4 2 2 2 2 4

  

1

飯南町地域防災計画

1 災害対策本部体制の整備(全課) 
 
(3) 応急活動ﾏﾆｭｱﾙ等の整備町は､災害発生時に講ずべき対策等を体系的
に整理した応急活動ﾏﾆｭｱﾙを作成し､職員に周知するとともに定期的に訓練
を行い､活動手順､使用する資機材や装備の使用方法等の習熟､他の職員､
機関等との連携等について徹底を図る｡また､男女共同参画の視点から､男女
共同参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等における連絡調
整を行い､平常時及び災害時における男女共同参画担当の役割について､防
災担当部局と連携して明確化しておくよう努めるものとする｡

32 441 川本町 4 4 2 2 3 1 4
  

2

32 448 美郷町 4 4 3 1 1 1 4

  

2

32 449 邑南町 4 4 2 2 2 2 4

  

特になし 2

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされ
ている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供が
されている。
（臨時のものも
含む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設
置または提供
がされている。
（臨時のものも
含む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り
組む予定であ
る。
３．行っておら
ず、今後、取り
組む予定もな
い。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る
規

定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向

け
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予
定である。
３．行っておらず、
今後、行う予定も
ない。

１．研修において
利用している。
２．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っていないが、
今後行う研修で
利用予定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今
後行う研修で利
用する予定もな
い。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定
があり、認めてい
る。
２．明記した規定
はないが、運用
上認めている。
３．明記した規定
がなく、運用上も
認めていない。
４．明記した規定
がなく、過去に使
用した事例も判断
したこともない。

１．位置づけ
られた規定が
ある。
２．位置づけ
られていな
い。
３．その他（不
明等）

問12－１１

議会において、通
称又は旧姓の使
用を認めていま
すか。

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供され
ているか。

議員の利用す
ることのできる
授乳室等が議
会に設置また
は提供されて
いるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハ
ラスメント防止に
関する取組（ハ
ラスメント防止に
関する議員向け
研修を除く。）を
行っています
か。

問１２－１０で１．を選択した場合、行っている取
組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に
関する研修（ハラ
スメント防止に関
するもの以外）を
行っていますか。

ハラスメント防止
に関する議員向
け研修を行ってい
ますか。

当該研修におい
て、令和４年４月
に内閣府が公表
した教材動画「政
治分野における
ハラスメント防止
研修教材」を利用
している又は利用
する予定はありま
すか。

政治分野の男
女共同参画の
ために実施して
いることがあれ
ばご記入くださ
い。

問１６で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における具体
的な役割

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画
担当部局又は
男女共同参画
センターの具
体的な役割が
明確に位置づ
けられている
か。

32 501 津和野町 4 2 1 1 1 3 3 2

  

2

32 505 吉賀町 4 4 3 1 3 1 2

  

1

地域防災計画

男女共同参画の視点から､男女共同参画担当部局が災害対応について庁内
及び避難所等における連絡調整を行い､平常時及び災害時における男女共
同参画担当部局及び男女共同参画ｾﾝﾀｰの役割について､防災担当部局と男
女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努めるものとする｡

32 525 海士町 4 4 3 3 3 4
  

2

32 526 西ノ島町 4 2 3 3 3 4
  

2

32 527 知夫村 4 4 2 2 2 2 4
  

2

32 528 隠岐の島町 4 4 3 3 3 4
  

2

津和野町議会ﾊﾗｽﾒﾝﾄ根絶条例

ﾊﾗｽﾒﾝﾄは､基本的人権及び個人の尊厳を著しく傷つけ､住民福祉及び議会活動に支障を来し､議会の社会的信用及び信頼を失うことにつなが
る｡

よって､議会としての役割を十分発揮するため､互いに人格を尊重し､相互信頼を深めることを通して､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの根絶に努め､信頼される議会の実
現を目指すことを決意し､この条例を制定する｡

(目的)
第1条 この条例は､津和野町議会議員(以下｢議員｣という｡)間又は津和野町職員(以下｢職員｣という｡)と議員間におけるﾊﾗｽﾒﾝﾄの根絶するため
の必要な事項を定め､町民から信頼される町政及び議会の実現に資することを目的とする｡

2 望まない個人の職務環境を害する行為及び情報の暴露により､ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰを侵害し､相手を傷つける行為に対して､個人の人格若しくは尊厳を
害し､精神的若しくは身体的な苦痛を与える行為を禁ずる｡

(定義)
第2条 この条例において､｢ﾊﾗｽﾒﾝﾄ｣とは､次の各号に掲げるに定める行為をいう｡

ﾊﾟﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ
(1) 言葉､行為により､本人の意図とは関係なく､相手を傷つけ､苦痛を与える行為､不快にさせる行為又は不利益を与える行為をいう｡

ｾｸｼｭｱﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ
(2) 社会的差別又は性的差別により､相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為をいう｡

ﾓﾗﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ
(3) 職務上の地位､役職等の優位性を背景に､適正な職権の範囲を超えて､相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為をいう｡

SOGI(ｿｼﾞ)ﾊﾗｽﾒﾝﾄ
(4) 性的指向､性自認に関して､差別的な言動や嘲笑､いじめや暴力等の精神的又は肉体的な嫌がらせを行う行為をいう｡

ﾏﾀﾆﾃｨﾊﾗｽﾒﾝﾄ
(5) 職場等において､妊娠したこと､出産したことに関して､職務環境が害されることとなる行為をいう｡

その他のﾊﾗｽﾒﾝﾄ
(6) 育児に関する制度並びに介護､看護等に関する制度若しくは､その措置の利用に関して､議会活動及び環境を害する行為(業務分担､安全配
慮等業務上の必要性に基づくものを除く｡)をいう｡

(適用範囲)
第3条 この条例は､議員間又は職員と議員間において生じたﾊﾗｽﾒﾝﾄの問題について適用する｡地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2
項に規定する一般職の職員をいう｡)

(議長の責務)
第4条 議長は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの抑止及び根絶に努めるとともに､ﾊﾗｽﾒﾝﾄに起因する問題が生じた場合は､速やかに社会的信望があり､識見の高い者
から指名選任した委員によるﾊﾗｽﾒﾝﾄ問題に関する第三者委員会を設置し､当該事案の調査及び把握に努め､その解決に必要な措置を迅速か
つ適切に講じなければならない｡

2 議長は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの抑止及び根絶に関する周知徹底を図るとともに､ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する相談に的確に応じるために必要な相談体制の整備に努め
るものとする｡

(公表等)
第5条 議長は､前条第1項の調査によりﾊﾗｽﾒﾝﾄ行為があったと確認したときは､速やかに当該ﾊﾗｽﾒﾝﾄを行った者の氏名を公表し､是正措置を講
じなければならない｡

(議長の職務代行)
第6条 議長が第4条第1項の規定による調査の対象となったときは副議長が､議長及び副議長がともに調査の対象になったときは議会運営委員
長が､この条例に規定する議長の職務を行う｡

(議員の責務)
第7条 議員は､選挙で選ばれた町民の代表として常に高い倫理観を持ち､ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する行動指針を遵守し､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの抑止及び根絶に努めな
ければならない｡

2 議員は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの事実があると疑われたときは､誠実な態度を持って事実を明らかにし､説明責任を果たさなければならない｡

3 議員は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄに当たる行動を目撃したときは､当該行動を行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに､目撃した内容
を議長に報告しなければならない｡

(ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの保護)
第8条 議員及び職員は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの当事者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの保護に十分配慮し､職務上知り得た秘密を漏らしてはならない｡その職を退いた後も同
様とする｡

(研修等)
第9条 議長は､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの根絶を図るために必要な研修等の実施に努めなければならない｡

(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は､議長が別に定める｡

附 則
この条例は､公布の日から施行する｡

市町村４－５ (2)


